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はじめに 初任者研修の受講にあたって 
 

今年度、晴れてみやぎの教員として新たにスタートを切った皆さん、心よりお
祝い申し上げます。皆さんが教員を志した理由は様々あると思いますが、共通し
ているのは、子供たちの未来に関わり、共に学び、成長していきたいという強い
思いだと思います。今、皆さんはその夢を実現するために、大切な一歩を踏み出
しました。 

さて、皆さんはどのような教員になりたいと考えていますか。そして、みやぎ
の子供たちのために、どんな力を発揮したいと考えていますか。 今、子供たち
は、震災やコロナ禍といった経験を通して、大きな変化を目の当たりにしてきま
した。このような時代だからこそ、子供たちが自ら考え、学び、未来を切り開い
ていける力を身に付ける教育が求められています。 

これからの教員としての道のりは、決して平坦ではありません。授業や学級経
営、保護者対応、そして多様な価値観を持つ子供たちとの関わりなど、日々の中
で新たな挑戦と向き合っていくことになるでしょう。その中で大切にしたいこと
は、教える側も学ぶ側も、共に成長していくということです。子供たちとともに
教員自身も学び続けることで、どんな課題にも柔軟に対応できる力が養われてい
きます。どんな小さな進歩でも、成長を実感することが次への一歩を踏み出す力
となります。 

また、初任者研修を受けるにあたって、最初は研修を「学ぶためのもの」とし
て捉えがちですが、それに加えて「自分の教育観を深め、仲間と共に育て合う場」
として捉えていくことが重要です。仲間や先輩たちと意見を交わし、実践を通し
て気づきを得ることが、今後の成長を支える大きな力になります。失敗を恐れず、
積極的に挑戦し、その経験を糧にしていきましょう。 

宮城県では、教員に求められる資質能力として「７つの力」を示し、研修を行
っています。３年間で行う初任者研修を通して、「７つの力」を向上させ、皆さ
んが目指す理想の教員に近付けるよう、支援していきます。 

学習指導など様々な教育活動を進めていく中で、思うようにいかないことも出
てくるでしょう。しかし、それは誰もが経験することですし、そのような時こそ
一人で抱え込まず、先輩教員など周りの方々に気軽に相談してください。学校の
教育活動は、学校全体で一つのチームとなり、お互いに力を合わせて進めていく
ものです。皆さんの成長を、先輩教員は応援していますし、教育委員会も皆さん
と悩みや感動を共有することを目指し、一緒に頑張りたいと思います。 

様々な経験を重ね、皆さんが、みやぎの教員として大いに活躍されることを期
待しています。 

宮城県教育委員会  教育長  佐藤 靖彦 
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各教育事務所所在地一覧 

大河原教育事務所 〒989-1243 柴田郡大河原町字南 129-1 ℡(0224)53-3111（内線 568～572）指導班 

仙台教育事務所 〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町 4-17 ℡(022)275-9256 指導班 

北部教育事務所 〒989-6117  大崎市古川旭 4-1-1 ℡(0229)87-3613 指導班 

東部教育事務所 〒986-0850 石巻市あゆみ野 5-7 ℡(0225)95-1411（内線 3840～3843）指導班 

気仙沼教育事務所 〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6 ℡(0226)24-2573 教育班 

 

 

※市町村名及び市町村の境界は、令和７年４月１日現在 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初任者研修 相談窓口 
 

■日頃の指導や研修において、困っていること、悩んでいることなど、ご相

談ください。 

■初任者、指導教員等、どなたでも相談できます。 

■一人で悩まず、気軽にご相談ください。解決に向けて一緒に考えていきま

しょう。 

■電話にて相談される場合には、通常の問い合わせ先と電話番号が共通とな

っているため、電話対応者に「初任者研修相談窓口を見て電話しました」

とお伝えください。 

 

宮城県総合教育センター 教職研修班 

        ０２２-７８４-３５５８ 

         shoninken@edu-c.pref.miyagi.jp  


	表紙
	目次
	Ⅰ　令和７年度初任者研修実施要項
	Ⅱ 機関研修 
	１ 担当機関と研修内容
	２ 機関研修計画
	３ 教科研修についての流れ
	４ 機関研修の受講に係る留意事項 

	Ⅲ 勤務校研修
	１ 勤務校研修（１年目）
	２ 勤務校研修（２年目）
	３ 一般研修と機関研修との連携例
	４ 一般研修の内容及び実施時期例
	【勤務校研修Ｑ＆Ａ】

	Ⅳ　令和７年度初任者研修に係る関係書類
	Ⅴ 初任者研修実施に係る非常勤講師の取扱い
	Ⅵ 初任者研修実施に係る教員定数及び非常勤講師の措置
	【非常勤講師の措置に係るＱ＆Ａ】

	ＯＪＴの手引

